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青森県地域密着型サービス外部評価実施要領新旧対照表 
改    正    前 改    正    後 

 

青森県地域密着型サービス外部評価実施要領 

 

１～２（略） 

 

 

３ 外部評価の実施回数 

 (1) （略） 

 (2) （略） 

  ア～イ （略） 

  ウ 運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が

必ず出席していること。 

 

 

  エ （略） 

 (3) （略） 

  ア～ウ （略） 

 

 

４～５ （略） 

 

 

６ 評価審査委員会 

 (1) （略） 

 (2)評価審査委員会は、上記４の(3)のエによる場合のほか、１年に１回を目途として定期

的に開催し、評価事業について報告を受け、その内容について意見を述べ、評価事業の

運営の適正化を図るものとする。 

 

 

７～８ （略） 

 

 

青森県地域密着型サービス外部評価実施要領 

 

１～２（略） 

 

 

３ 外部評価の実施回数 

 (1) （略） 

 (2) （略） 

  ア～イ （略） 

  ウ 運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が

必ず出席していること。 

    ただし、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員がやむを得ない事情により

欠席した場合には議事録等を市町村へ提出することにより出席とみなすことができ

る。 

  エ （略） 

 (3) （略） 

  ア～ウ （略） 

 

 

４～５ （略） 

 

 

６ 評価審査委員会 

 (1) （略） 

 (2)評価審査委員会は、上記５の(3)のエによる場合のほか、１年に１回を目途として定期

的に開催し、評価事業について報告を受け、その内容について意見を述べ、評価事業の

運営の適正化を図るものとする。 

 

 

７～８ （略） 



 

２ 

 

附 則 （略） 

 

 

附 則 

１ （略） 

２ （略） 

 (2)ア 外部評価結果を市町村に提出していること。 

 (2)～(3)（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 （略） 

 

 

附 則 

１ （略） 

２ （略） 

 (1)ア 外部評価結果を市町村に提出していること。 

 (2)～(3)（略） 

 

 

附 則 

この要領は、平成２３年 ３月 １日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 

 

  

 


